
証券コード 2798
平成28年５月９日

株 主 各 位
東 京 都 港 区 六 本 木 四 丁 目 ４ 番 ８ 号

株式会社ワイズテーブルコーポレーション

代表取締役会長兼社長 金　山　精三郎

第17期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、当社第17期定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご出席ください

ますようご案内申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます

ので、後記「株主総会参考書類」をご検討くださいまして、お手数ながら同封の議決

権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成28年５月25日（水曜日）午後５時までに

到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。
敬　具

記

1. 日　　時 平成28年５月26日（木曜日）午前10時

（受付開始は午前９時15分を予定しております。）

2. 場　　所 東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー49階

アカデミーヒルズ 六本木フォーラム内 タワーホール

末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。

3. 目的事項

報告事項 1.　第17期（平成27年３月１日から平成28年２月29日まで）事業報告、

連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査

結果報告の件

2.　第17期（平成27年３月１日から平成28年２月29日まで）計算書類

報告の件

決議事項 第１号議案　定款一部変更の件

第２号議案　取締役９名選任の件

以　上

◎事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類に修正をすべき事情が生じた場合は、イン

ターネットの当社ウェブサイト（http://www.ystable.co.jp/corporate/ir/）において、修正後の事

項を掲載させていただきます。

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願

い申し上げます。
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(添付書類)

事　 業　 報　 告

（平成27年３月１日から平成28年２月29日まで）

1.　企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、金融政策、財政政策を背景に一部大手

企業を中心に企業収益の向上や雇用情勢の改善等が見られ、緩やかな景気回復の

兆しがあったものの、中国をはじめとする海外経済の減速リスクの影響による景

気の下振れが懸念されるなど、依然として、不透明な状況が続いております。

外食産業においては、食材価格の高騰、人材確保の競争激化、また、食の安全

に対する社会的な関心の高まりに加え、消費税増税後の消費マインドの影響から

も、引き続き厳しい経営環境が続いております。

このような状況の下、当社グループは、既存店のブラッシュアップに加えて、

直営店及びFC店による新規出店を積極的に推進してまいりました。

当連結会計年度においては、カジュアルレストラングループの既存店が引き続

き好調に推移したものの、XEXグループの旗艦店の改装及びカジュアル店舗の開業

コストを計上したこと等により、売上高は15,011百万円（前期比4.9％増加）、営

業利益は195百万円（同18.9％増加）、経常利益は237百万円（同6.5％減少）とな

りました。当期純利益につきましては、減損損失161百万円、法人税等調整額△

109百万円の計上等により114百万円（同169.4％増加）となりました。

当連結会計年度におけるセグメントの状況は次の通りです。

①XEXグループ

「XEX」をはじめとする高級レストラン事業であるXEXグループにつきましては、

既存店舗のブラッシュアップの一環として、平成27年９月に旗艦店「XEX ATAGO 

GREEN HILLS」の全面改装を行い、改装コストを計上したことに加え、同年11月に

直営店「尾前 XEX」を「Atelier 森本 XEX」に店名変更し、リニューアル・オー

プンしました。また、平成27年11月に直営店「The Kitchen Salvatore Cuomo 

SHANGHAI」を閉店しました。

この結果、当連結会計年度の同グループの売上高は4,768百万円（前期比4.4％

減少）、営業利益は62百万円（同57.1％減少）となりました。なお、店舗数は直

営店10店舗となりました。
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②カジュアルレストラングループ

カジュアルレストラングループについては、既存店の販売強化に加え、新規店

舗の出店を推進してまいりました。直営店では平成27年３月に「SALVATORE 

CUOMO & BAR 浅草」、同年10月に「G7 CRAFT BEER HIGHBALL」、同年11月に「PIZZA 

SALVATORE CUOMO ららぽーとTOKYO-BAY」、同年12月に「The Kitchen Salvatore 

Cuomo 銀座」を出店いたしました。また、同年8月に「Crystal Jade 

ShanghaiGarden たまプラーザ」を閉店いたしました。FC店では平成27年７月に

「SALVATORE CUOMO & BAR 千里中央」、「PASTA & PIZZA Salvatore Cuomo イオ

ンモール広島府中」及び「PIZZA SALVATORE CUOMO 三井アウトレットパーク北陸

小矢部」、同年8月に「SALVATORE CUOMO & BAR 千葉」、同年９月に「SALVATORE 

CUOMO & BAR 金沢片町」、同年10月に「PASTA & PIZZA Salvatore Cuomo ららぽ

ーと海老名」、同年12月に「PIZZA SALVATORE CUOMO ららぽーと立川立飛」、ま

た韓国ソウルに「SALVATORE CUOMO 新世界江南」を出店いたしました。

この結果、当連結会計年度の同グループの売上高は10,235百万円（前期比10.0％

増加）、営業利益は1,211百万円（同13.6％増加）となりました。また、店舗数は

直営店43店舗、FC店44店舗となりました。

③その他

その他は、食料品等の卸売、小売事業及び不動産賃貸事業等により構成されて

おります。当連結会計年度の同グループの売上高は7百万円（前期比12.8％減少）、

営業利益は0百万円（前期は営業損失27百万円）となりました。

(2) 資金調達の状況

当連結会計年度において、当社グループの所要資金として、金融機関より、長

期借入金として823百万円、短期借入金として107百万円の調達を行いました。

(3) 設備投資等の状況

当連結会計年度に実施した当社グループの設備投資は、既存店舗及び新規出店

店舗に係る設備（無形固定資産含む。）等の取得によるもので、総額537百万円で

す。

(4) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

(5) 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。
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(6) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

(7) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

　該当事項はありません。

(8) 対処すべき課題

　外食産業全体の市場規模は横ばいもしくは縮小基調にあり、一般消費者の低価

格志向・節約志向が根強い中で、新規参入者や中食マーケットとの競争が激化す

る等、業界内の競争環境は引き続き厳しい状況にあります。このような環境の下、

当社グループといたしましては、安心・安全を第一に考えた食材にこだわり、味

がよく体にもよいクオリティの高い料理を上質な空間で提供できる店舗作りを行

い、お客様に高付加価値を継続的に提供することが 大の課題であると考えてお

ります。収益の中核となるカジュアルレストラン事業においては引き続き、国内

外問わずに未進出エリアへの出店を進めてまいります。また、同時に新業態の開

発にも取り組んでまいります。高級レストラン事業を展開するXEXグループにお

いては、引き続き、ブランド強化に取り組みながら、時代のニーズに応じたサー

ビスを提供することにより、収益力を向上させてまいります。また、成長部門・

事業に経営資源を投下していくことで、全社的な収益性を高めることを通じ、財

務基盤の強化にも努めてまいります。事業の拡大に伴い、経営管理体制の更なる

強化を図り、高レベルの料理、サービス等が継続的に提供できるような仕組みを

構築してまいります。

また、当社グループは今後の店舗展開や業容の拡大に向け、人材の積極的な採

用や教育研修制度の充実、従業員のモチベーションを高める仕組み作りに取り組

んでまいります。組織拡大に伴い、コーポレート・ガバナンスの充実と強化を図

り、健全性、透明性の高い経営を実践するべく、経営管理体制の整備や経営監視

機能の充実にも努めてまいります。

－ 4 －



(9) 財産及び損益の状況の推移

①　企業集団の財産及び損益の状況の推移

区　　分
第14期 第15期 第16期

第17期
(当連結会計年度)

平成25年２月期 平成26年２月期 平成27年２月期 平成28年２月期

売上高 千円 13,538,512 13,638,003 14,306,044 15,011,387

営業利益 千円 287,786 305,514 164,041 195,112

経常利益 千円 310,251 427,632 253,886 237,292

当期純利益 千円 512,150 245,761 42,391 114,199

１株当たり当期純利益 円 193.33 92.36 15.93 42.92

総資産 千円 4,565,500 5,193,564 5,125,624 5,129,617

純資産 千円 882,390 1,077,081 1,071,331 1,213,079

（注）1.　１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により算出しております。
2.　平成26年３月１日付で当社普通株式１株につき100株の割合にて株式分割を行っておりま

すが、第14期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益を算出し
ております。

3.　第15期につきましては、カジュアルレストラン事業が好調に推移し、売上高は13,638百万
円（前期比0.7％増加）、営業利益は305百万円（同6.2％増加）、経常利益は427百万円（同
37.8％増加）となりました。当期純利益につきましては、法人税等調整額の計上等により
245百万円（同52％減少）となり、前連結会計年度に比して純資産は194百万円増加してお
ります。

4.　第16期につきましては、引き続きカジュアルレストラン事業が貢献しましたが、店舗の開
業及び改装、新規事業の立ち上げにかかるコストを計上したこと、XEXグループの不振等に
より、売上高は14,306百万円（前期比4.9％増加）、営業利益は164百万円（同46.3％減少）、
経常利益は253百万円（同40.6％減少）となりました。当期純利益につきましては、減損損
失74百万円、法人税等調整額82百万円の計上等により42百万円（同82.8％減少）となりま
した。

5.　第17期の状況につきましては、「(1) 事業の経過及びその成果」に記載の通りです。
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②　当社の財産及び損益の状況の推移

区　　分
第14期 第15期 第16期

第17期
(当事業年度)

平成25年２月期 平成26年２月期 平成27年２月期 平成28年２月期

売上高 千円 11,231,475 13,126,438 13,568,860 14,538,422

営業利益 千円 174,788 337,994 235,937 259,303

経常利益 千円 173,274 381,672 258,369 317,019

当期純利益 千円 994,268 195,722 19,905 110,111

１株当たり当期純利益 円 375.32 73.56 7.48 41.38

総資産 千円 4,851,771 5,386,249 5,355,798 5,427,071

純資産 千円 782,925 978,670 998,618 1,112,140

（注）1.　１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により算出しております。
2.　平成26年３月１日付で当社普通株式１株につき100株の割合にて株式分割を行っております

が、第14期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益を算出してお
ります。

3.　第15期につきましては、前事業年度に吸収合併した株式会社SALVATORE CUOMO JAPANの業績
が通期寄与したことにより、売上高、営業利益、経常利益すべて、前事業年度に比して大
幅に増加いたしました。一方、合併に伴って計上した特別利益が剥落したこと、繰延税金
資産が減少したことにより、当期純利益は前事業年度に比して減少いたしました。当期純
利益を計上した結果、純資産は前事業年度に比して増加しております。

4.　第16期につきましては、カジュアルレストラン事業が引き続き業績に貢献しましたが、店
舗の開業及び改装、新規立ち上げにかかるコストを計上したこと、高級レストラン事業の
不振等により、営業利益、経常利益、当期純利益は前事業年度に比して減少いたしました。
当期純利益を計上した結果、純資産は前事業年度に比して増加しております。

5.　第17期につきましては、カジュアルレストラングループの既存店が引き続き好調に推移し
たものの、XEXグループの旗艦店の改装及びカジュアル店舗の開業コストを計上したこと等
により、営業利益、経常利益、当期純利益は前事業年度に比して増加いたしました。

　　当期純利益を計上した結果、純資産は前事業年度に比して増加しております。
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(10) 重要な親会社及び子会社の状況

①　重要な親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資　本　金 議決権比率 主要な事業内容

株式会社CRYSTAL JADE JAPAN 125百万円 65％ 飲食事業

Y'S TABLE INTERNATIONAL CO.,LIMITED 54百万HKD 100％ 飲食事業

和伊授桌餐飲管理（上海）有限公司 59百万HKD (注)　100％ 飲食事業

株式会社Y's properties 50百万円 100％ －

微風和伊授桌餐飲管理顧問股份有限公司 15百万NTD 　 70％ 飲食事業

株式会社シェフズ・ファームズ 15百万円  100％ 卸売・小売事業

（注）和伊授桌餐飲管理（上海）有限公司は、Y'S TABLE INTERNATIONAL CO.,LIMITEDの100％子会社
であり、間接所有による議決権を記載しております。

(11) 主要な事業内容（平成28年２月29日現在）

各種飲食店の企画・開発・運営。

当社グループの事業は、「XEXグループ」、「カジュアルレストラングループ」、

「その他の事業」に分類され、各事業の内容は以下の通りです。

区　　　分 事業内容

XEXグループ
複合高級レストラン「XEX」をはじめとする飲食店の企画・開
発・運営

カジュアルレストラングループ
カジュアルイタリアンレストラン「PIZZA SALVATORE CUOMO」
をはじめとする飲食店の企画・開発・運営

その他の事業 食料品等の卸売、小売事業及び不動産賃貸事業等
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(12) 主要な営業所（平成28年２月29日現在）

会 社 名 所 在 地

株式会社ワイズテーブルコーポレーション

本社 東京都港区

店舗

東京都千代田区、中央区、港区、新宿区、江東
区、品川区、目黒区、大田区、台東区、世田谷
区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、板橋区、
足立区、武蔵野市、調布市、多摩市、立川市、
神奈川県横浜市、川崎市、厚木市、海老名市、
千葉県浦安市、柏市、千葉市、船橋市、埼玉県
さいたま市、越谷市、北海道札幌市、新潟県新
潟市、静岡県静岡市、愛知県名古屋市、刈谷市、
大阪府大阪市、豊中市、京都府京都市、兵庫県
神戸市、広島県福山市、安芸郡、富山県小矢部
市、石川県金沢市、福岡県福岡市、熊本県熊本
市、大韓民国ソウル特別市
（計：直営店52店舗、FC店44店舗）

株式会社CRYSTAL JADE JAPAN 本社 東京都港区

Y'S TABLE INTERNATIONAL CO.,LIMITED 本社 中華人民共和国香港行政区

和伊授桌餐飲管理（上海）有限公司 本社 中華人民共和国上海市

株式会社Y's properties 本社 東京都港区

微風和伊授桌餐飲管理顧問股份有限公司
本社 台湾台北市

店舗 台湾台北市（計：直営店１店舗）

株式会社シェフズ・ファームズ 本社 東京都港区
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(13) 従業員の状況（平成28年２月29日現在）

①　企業集団の従業員の状況

セ グ メ ン ト の 名 称 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

XEXグループ 276名〔 98名〕 16名減〔11名増〕

カジュアルレストラングループ 403名〔270名〕 9名増〔24名減〕

その他の事業 －名〔 －  〕 3名減〔　－　〕

全社（共通） 42名〔 23名〕 8名増〔 2名増〕

合計 721名〔391名〕 2名増〔11名減〕

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間平均雇用人員（１日８時間換算）を
〔　〕外数で記載しております。

②　当社の従業員の状況

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

702名〔388名〕 68名増〔9名減〕 31.4歳 3.11年

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間平均雇用人員（１日８時間換算）を
〔　〕外数で記載しております。

(14) 主要な借入先の状況（平成28年２月29日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

株式会社みずほ銀行 569,310千円

株式会社三菱東京UFJ銀行 213,798千円

株式会社千葉銀行 211,470千円

株式会社新銀行東京 124,400千円

株式会社東京都民銀行 117,800千円
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2.　会社の株式に関する事項（平成28年２月29日現在）
(1) 発行可能株式総数 7,056,000株

(2) 発行済株式の総数 2,660,900株

(3) 株主数 12,423名

(4) 大株主の状況

株 主 名 持株数 持株比率

株 ％

金 　 山 　 精 三 郎 1,165,000 43.78

森 ビ ル 株 式 会 社 60,000 2.25

株 式 会 社 Ｓ Ｍ Ｂ Ｃ 信 託 銀 行 34,500 1.29

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 15,000 0.56

C R E D I T  S U I S S E  S E C U R E I T I E S ( U S A ) L L C  S P C L .
FOR EXCL.BEN

10,200 0.38

辻 口 博 啓 9,000 0.33

野 村 證 券 株 式 会 社 7,800 0.29

坂 口 泰 司 3,700 0.13

小 林 正 幸 3,400 0.12

江 藤 鉄 男 3,000 0.11

（注）持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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3.　会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当社役員が有する新株予約権等のうち、職務執行の対価として交付されたもの

に関する事項（平成28年２月29日現在）

該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に使用人等に対して職務執行の対価として交付された新株予約権

  等に関する事項

第　10　回　新　株　予　約　権

発 行 決 議 日 平成27年12月16日

新 株 予 約 権 の 数 648個

新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式 64,800株
（新株予約権1個につき 100株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払込を要しない

新株予約権の行使に際して出資される
財 産 の 価 額

新株予約権1個当たり271,600円
（1株当たり2,716円）

権 利 行 使 期 間
平成30年１月６日から
平成34年１月５日まで

行 使 の 条 件 （注）

役 員 の 保 有 状 況
取締役（社外取
締役を除く）

新予約権数 180個
目的となる株式数 18,000株
保有者数 5人

社外取締役
新予約権数 36個
目的となる株式数 3,600株
保有者数 2人

使用人
新予約権数 432個
目的となる株式数 43,200株
保有者数 15人

（注）行使の条件

　①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社（会社計算規則

第２条第３項第22号に定める関係会社を意味する。以下同じ。）の取締役、監査役又は従業員であ

ることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が

認めた場合は、この限りではない。

　②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

　③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過す

ることとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

　④各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

　⑤新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、行使期間中といえども、本新株予約権を行使す

ることはできない。（ⅰ）禁錮以上の刑に処せられた場合（ⅱ）当社又は当社の関係会社の就業規

則その他の社内諸規則等に違反し、又は、社会や当社又は当社の関係会社に対する背信行為があっ
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た場合において、これにより懲戒解雇または辞職・辞任した場合

（ⅲ）当社又は当社の関係会社の業務命令によらず、もしくは当社又は当社の関係会社の書面によ

る承諾を得ず、当社又は当社の関係会社以外の会社その他の団体の役員、執行役、顧問、従業員等

になった場合（ⅳ）当社又は当社の関係会社に対して損害又はそのおそれをもたらした場合、その

他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場

合（ⅴ）死亡した場合（ⅵ）当社所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申

し出た場合

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。

4.　会社役員に関する事項
(1) 取締役及び監査役の状況（平成28年２月29日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役
会 長 兼 社 長

金 　 山 　 精 三 郎

全体統括
和伊授桌餐飲管理（上海）有限公司 董事長（当社孫会社）
株式会社Y's properties 代表取締役社長（当社子会社）
微風和伊授桌餐飲管理顧問股份有限公司 董事長（当社子会社）
株式会社CRYSTAL JADE JAPAN 代表取締役社長（当社子会社）
株式会社シェフズ・ファームズ 代表取締役社長（当社子会社）

取締役副会長 重田 サルバトーレ
イタリアン調理部門全体統括・海外部門
株式会社シェフズ・ファームズ 取締役(当社子会社）

専 務 取 締 役 贄 田 賢 英 サルヴァトーレ事業グループ全体統括

常 務 取 締 役 芝 家 朋 之 関西東海地区全体統括

常 務 取 締 役 平 尾 健 治 社長室長、管理部門全体統括

取 締 役 根 守 通 雄
商品・店舗管理部門
株式会社シェフズ・ファームズ 取締役 （当社子会社）

取 締 役 吉 田 　 茂
吉田茂公認会計士・税理士事務所
公益社団法人メトロ文化財団 監事

取 締 役 林 　 　 　 哲 治 郎

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 監事
株式会社キャピタルパートナーズ証券 監査役
イノベーションエンジン株式会社 取締役
inQs株式会社 取締役
株式会社ディア・ライフ 取締役

取 締 役 大 　 川 　 惠 之 輔
株式会社インフォマート 監査役
興隆株式会社 監査役

常 勤 監 査 役 後 藤 充 宏
公認会計士
マニー株式会社 取締役
株式会社シェフズ・ファームズ 監査役 （当社子会社）

監 査 役 平 　 眞 彌 特定非営利活動法人日本ヴェルディ協会 監事

監 査 役 髙 江 　 満 髙江・阿部法律事務所 弁護士

（注）1.　取締役林 哲治郎氏及び取締役大川 惠之輔氏は、社外取締役です。
2.　監査役後藤 充宏氏、監査役平 眞彌氏及び監査役髙江 満氏は、社外監査役です。
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3.　当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし
て指定し、同取引所に届出ております。

4.　監査役後藤 充宏氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の
知見を有しております。

(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

区分
取締役 監査役 計

支給人員 支給額 支給人員 支給額 支給人員 支給額

株主総会決議
に基づく報酬 ８名 120,714千円 ３名 12,585千円 11名 133,299千円

（注）1.　上記のほか、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まれておりません。
2.　上記の取締役に対する報酬支給額には社外取締役に対する報酬10,366千円（支給人員２

名）が含まれております。
3.　上記の監査役に対する報酬支給額は、すべて社外監査役に対するものです。
4.　平成14年５月31日開催株主総会決議による取締役の報酬限度額は月額20,000千円以内です。

また別枠で、平成25年５月30日開催の第14期定時株主総会において、ストック・オプショ
ン報酬額として年額30,000千円以内と決議いただいております。

5.　平成14年５月31日開催株主総会決議による監査役の報酬限度額は月額3,000千円以内です。
6.　上記報酬等の額には、ストックオプションとして付与した新株予約権に係る当期事業年度

中の費用計上額を含んでおります。

(3) 社外役員に関する事項

①　重要な兼職の状況及び当社と兼職先との関係

区分 氏　　名 兼職先及び兼職内容 当社と当該兼職先との関係

社 外 取 締 役
林　　　哲治郎

国立研究開発法人国立精神・神経医療
研究センター 監事
国立研究開発法人国立がん研究センタ
ー 契約監視委員会委員
株式会社キャピタルパートナーズ証券 
監査役
イノベーションエンジン株式会社 取締
役
inQs株式会社 取締役

該当事項はありません。

大　川　惠之輔
株式会社インフォマート 監査役
興隆株式会社 監査役

該当事項はありません。

社 外 監 査 役

後 藤 充 宏
マニー株式会社 取締役
株式会社シェフズ・ファームズ 監査役

該当事項はありません。

平 　 眞 彌
特定非営利活動法人日本ヴェルディ
協会 監事 該当事項はありません。

髙 江 　 満 髙江・阿部法律事務所 弁護士 該当事項はありません。
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②　社外役員の活動状況

区 分 氏 名 主な活動状況

社 外 取 締 役

林　　　哲治郎
当事業年度に開催された取締役会22回のすべてに出席
し、議案審議等に必要な発言を適宜実施しております。

大　川　惠之輔
当事業年度に開催された取締役会22回のすべてに出席
し、議案審議等に必要な発言を適宜実施しております。

社 外 監 査 役

後 藤 充 宏

当事業年度に開催された取締役会22回のすべてに出席
し、また、開催された監査役会13回のすべてに出席し、
公認会計士としての専門的見地から議案審議等に必要な
発言を適宜実施しております。

平 　 眞 彌
当事業年度に開催された取締役会22回のすべてに出席
し、また、開催された監査役会13回のうち12回に出席し、
議案審議等に必要な発言を適宜実施しております。

髙 江 　 満
当事業年度に開催された取締役会22回のすべてに出席
し、また、開催された監査役会13回のすべてに出席し、
議案審議等に必要な発言を適宜実施しております。

③　責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役及び社外監査役として有用な人材を迎えることができる

よう、また社外取締役及び社外監査役が期待される役割を充分に発揮できるよ

う、定款において、社外取締役及び社外監査役との間で当社への損害賠償責任

を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨定めております。社外取締役及び

社外監査役の全員と当社との間で当該責任限定契約を締結しております。

責任限定契約の内容の概要は以下の通りです。

・社外取締役及び社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任

を負う場合は、会社法第425条第１項の 低責任限度額を限度として、その責

任を負います。

・責任限定が認められるのは、社外取締役又は社外監査役がその責任の原因と

なった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとしま

す。

5.　会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

新日本有限責任監査法人

(2) 報酬等の額

①　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 23,000千円

②　当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他

財産上の利益の合計額 23,000千円

－ 14 －



（注）1.当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に
　基づく監査の監査報酬等の額を区分しておりませんので、①の金額には金融商品取引
　法に基づく監査の報酬等の額を含めて記載しております。

　　　2.当社監査役会は、過年度の監査計画と実績の状況を確認するとともに、監査時間及び
　監査報酬の推移を確認し、当該事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検
　討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行いました。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合は、監査役全員の同意によって会計監査人を解任いたします。ま

た、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必

要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関

する議案の内容を決定いたします。

(5) 会計監査人が受けた過去２年間の業務の停止に係る事項

当社の会計監査人は、平成27年12月22日、金融庁から、契約の新規の締結に

関する業務の停止３ヶ月（平成28年１月１日から同年３月31日まで）の処分

を受けました。

6.　会社の体制及び方針
(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他業務の適正を確保するための体制

①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制

１）取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、誠実かつ倫理的な事業活動を

行うための指針として、「企業行動規範」及び「コンプライアンス基本方針」

を定め、取締役及び従業員に徹底するものとする。

２）代表取締役社長は、常務取締役をコンプライアンス全体に関する統括責任

者として任命し、コンプライアンス委員会を設置する。常務取締役を委員長、

各部門長及び内部監査部門担当者を委員会のメンバーとし、法令及び定款遵

守の周知・徹底と実行を図る体制を構築する。

３）コンプライアンス委員会は、取締役及び使用人に対し、コンプライアンス

教育研修を定期的に実施し、コンプライアンスを尊重する意識を高めるもの

とする。

４）内部監査部門は、コンプライアンス関係部門等と連携し、法令違反の未然

防止に努め、活動状況をコンプライアンス委員会に報告する。
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５）監査役は、コンプライアンス体制に対する問題の有無を調査し、取締役会

に報告する。また、取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、

問題点の把握と改善に努める。

６）役員及び使用人が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制

として内部通報制度を設けるとともに、顧問弁護士から適時に指導及び助言

を受ける体制を構築する。

７）万一コンプライアンスに違反する事態が発生した場合には、就業規則等に

則り、厳格に対処する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報・文書（以下、職務執行情報という。）の取

扱いは、当社「情報・文書管理規程」をはじめとする諸規程及びそれに関する

各種管理マニュアルに定める。職務執行情報はこれら諸規程・マニュアルに従

い、文書又は電磁的媒体に保存し管理（廃棄を含む。）するものとする。必要

に応じて運用状況の検証、各規程類の見直し等を行う。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

品質管理、安全管理、コンプライアンス等の各部門の所管業務に付随するリ

スクについては、各所管部門にて規程・業務標準・マニュアル等を作成し、そ

れらの周知・徹底を図るものとし、新たに発生したリスクについては、臨時取

締役会を速やかに開催し対応するとともに、代表取締役が担当部署を定める。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

１）定時取締役会を毎月１回開催し、取締役会において業務執行状況の報告､重

要事項に関する経営上の意思決定及び業務執行の監督を行う。緊急性がある

場合には、臨時取締役会を開催する。

２）取締役会規程により定められている事項及びその付議基準に該当する事項

についてはすべて取締役会に付議することを遵守し、その際には経営判断の

原則に基づき事前に議題に関する十分な資料が全役員に配付される体制をと

るものとする。

３）各事業部及び各子会社において適正な年度計画及び年度目標値の設定を行

い、目標達成のために活動する。定時取締役会において、事業計画の進捗状

況・改善策が報告される。

４）毎月１回以上経営会議を開催する。経営会議では、取締役会で決議・決裁

する事項の事前協議や事後的なフォローを行い、取締役会の機能を補完する。

５）職務権限規程に基づき、業務組織、職務分掌を定め、責任者及びその職務

の範囲及び責任権限を定めるものとする。
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⑤　株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正

を確保するための体制

１）当社の子会社については、関係会社管理規程に基づき所管部門が管理を行

い、グループ企業全体の経営効率の向上を図るものとする。

２）子会社等のリスク情報の有無を監査するため、内部監査部門を中心とした、

定期的な監査を実施する体制を構築する。監査の結果、子会社に損失の危険

の発生を把握した場合には、直ちに取締役、監査役、その他担当部署に報告

される体制を構築する。

３）各子会社は業務執行状況及び財務状況等について、定期的に当社へ報告す

るものとする。

⑥　監査役がその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めた場合における当

該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役は監査業務に必要な事項を内部監査部門その他関連部署に依頼するこ

とができるものとする。監査役を補助する使用人は、その依頼に関して取締役

及び上位職位の指揮命令は受けないものとするとともに、当該使用人の人事異

動に関しては、監査役の同意を必要とするものとする。

⑦　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に

  に関する体制

取締役及び使用人は、以下の事項について監査役に報告する義務を負うほか、

監査役会規程、監査役監査規程の定めるところに従い、各監査役の要請に応じ

て必要な報告及び情報提供を行うこととする。

・経営会議の決議事項、報告事項

・コンプライアンス委員会の討議事項

・当社及びグループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実

・取締役及び使用人の法令・定款違反行為又はこれらの行為を行うおそれのあ

る事実

・内部監査部門による内部監査の結果

・社内稟議書

⑧　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

１）取締役の業務執行の監査に当たっては、何ら制約を受けることなく自由な

監査を行い、取締役に対して素直に意見を述べることができるよう、代表取

締役社長の理解と協力のもと両者の意見交換が積極的に行われるよう監査役

監査の実効性確保に努める。

２）監査役は監査役監査の実効性を確保するため、監査体制の整備等について

の要請を行うことができる。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

取締役の職務執行については、取締役会が法令、定款及び各種規定に則って、

自ら率先して行動し、コンプライアンスやリスク管理に対応しております。

監査役は、取締役会や経営会議などの重要な会議への出席を通じて、また会計

監査人や内部監査部門との情報交換を通じ発言をする機会を設け、当社の業務の

適正を確保するための体制を確認しております。

財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性を勘案して評価範囲を決定し、当該財

務報告に係るプロセスにおける内部統制の有効性評価を行っております。

子会社の内部統制の整備状況は、親会社である当社の内部監査部門が確認する

とともに、当社の会計監査人及び内部監査部門が定期的に監査を行い、改善に努

めております。

（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成28年２月29日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

【資 産 の 部】

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

（有 形 固 定 資 産）

建 物 及 び 構 築 物

工具、器具及び備品

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

そ の 他

（無 形 固 定 資 産）

の れ ん

そ の 他

（投 資 そ の 他 の 資 産)

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

敷 金 及 び 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

2,082,948

736,474

779,064

234,665

133,623

199,626

△506

3,046,669

2,152,546

1,847,366

232,636

55,519

15,287

1,737

229,110

182,016

47,093

665,012

273

8,232

607,249

51,333

14,719

△16,795

【負 債 の 部】

流 動 負 債 2,448,751

買 掛 金 722,215

短 期 借 入 金 682,506

未 払 金 656,503

未 払 法 人 税 等 38,766

ポ イ ン ト 引 当 金 23,906

株 主 優 待 引 当 金 55,728

そ の 他 269,125

固 定 負 債 1,467,786

長 期 借 入 金 798,332

資 産 除 去 債 務 480,191

そ の 他 189,262

負 債 合 計 3,916,538

【純 資 産 の 部】

株 主 資 本 1,368,924

(資 本 金） 830,375

（資 本 剰 余 金） 898,683

（利 益 剰 余 金） △359,858

（自 己 株 式） △275

その他の包括利益累計額 △159,587

（その他有価証券評価差額金) △4

(為 替 換 算 調 整 勘 定) △159,583

新 株 予 約 権 3,742

純 資 産 合 計 1,213,079

資 産 合 計 5,129,617 負 債 ・ 純 資 産 合 計 5,129,617
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連 結 損 益 計 算 書

（平成27年３月１日から平成28年２月29日まで）
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 15,011,387

売 上 原 価 12,547,325

売 上 総 利 益 2,464,062

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,268,950

営 業 利 益 195,112

営 業 外 収 益

受 取 利 息 639

協 賛 金 収 入 80,779

そ の 他 18,670 100,089

営 業 外 費 用

支 払 利 息 31,069

為 替 差 損 20,439

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 3,430

そ の 他 2,971 57,909

経 常 利 益 237,292

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 104 104

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 746

減 損 損 失 161,125

店 舗 閉 鎖 損 失 24,349 186,221

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 51,175

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 52,872

法 人 税 等 調 整 額 △109,200 △56,327

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 107,503

少 数 株 主 損 失 △6,696

当 期 純 利 益 114,199
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連結株主資本等変動計算書

（平成27年３月１日から平成28年２月29日まで）
（単位：千円）

株 主 資 本

資　本　金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 830,375 898,683 △474,057 － 1,255,000

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 114,199 114,199

自 己 株 式 の 取 得 △275 △275

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 (純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － 114,199 △275 113,923

当 期 末 残 高 830,375 898,683 △359,858 △275 1,368,924

その他の包括利益累計額
新株
予約権

少数
株主持分

純資産合計その他
有価証券

評価差額金

為替換算
調整勘定

その他の
包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 52 △191,459 △191,406 － 7,736 1,071,331

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 114,199

自 己 株 式 の 取 得 △275

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 (純 額 )

△56 31,875 31,819 3,742 △7,736 27,825

当 期 変 動 額 合 計 △56 31,875 31,819 3,742 △7,736 141,748

当 期 末 残 高 △4 △159,583 △159,587 3,742 － 1,213,079
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連　結　注　記　表

Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

1.　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数及び名称

連結子会社の数　　　　６社

連結子会社の名称

Y'S TABLE INTERNATIONAL CO.,LIMITED

和伊授餐飲管理（上海）有限公司

株式会社CRYSTAL JADE JAPAN

株式会社Y's properties

微風和伊授桌餐飲管理顧問股份有限公司

株式会社シェフズ・ファームズ

(2) 非連結子会社の名称等

該当事項はありません。

2.　持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

3.　連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち和伊授桌餐飲管理（上海）有限公司及び微風和伊授桌餐飲管

理顧問股份有限公司の決算日は12月31日です。当該連結子会社における１月１日

から連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整

を行っております。

その他の連結子会社の決算日と連結決算日は一致しております。

4.　会計処理基準に関する事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

②　棚卸資産の評価基準及び評価方法

  原材料

個別法による原価法及び 終仕入原価法による原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）
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貯蔵品

先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内の連結子会社については定率法によっております。

ただし、平成10年４月以降に取得した建物（附属設備を除く）について

は、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次の通りです。

建物及び構築物

耐用年数　　３年～34年

工具、器具及び備品

耐用年数　　２年～15年

また、在外連結子会社については主として定額法によっております。

②　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、耐用年数は、商標権については10年で、ソフトウェア（自社利用

分）については、社内における利用可能期間５年です。

③　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっており

ます。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開

始日が平成21年２月28日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につきましては貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につきましては個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②　ポイント引当金

『ポイントシステム』のポイント利用による売上値引きに備えるため、

将来利用される可能性のあるポイントに対し全額を計上しております。

③　株主優待引当金

株主優待券の利用による費用の発生に備えるため、株主優待券の利用実

績率に基づいて、将来発生すると見込まれる額を計上しております。
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(4) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため、特例処理

を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　金利スワップ

ヘッジ対象　　借入金の利息

③　ヘッジ方針

金融機関からの借入金の一部について、金利変動によるリスクを回避する

ため、金利スワップ取引を利用しております。

④　ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の判定を省略

しております。

5.　その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、

決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における

為替換算調整勘定に含めております。

(2) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、８年間の定額法により償却を行っております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式にて処理しております。な

お、一部の連結子会社につきましては、税込方式によっております。

6.　会計上の見積りの変更

該当事項はありません。

Ⅱ．連結貸借対照表に関する注記

　　有形固定資産の減価償却累計額 3,094,135千円

Ⅲ．連結株主資本等変動計算書に関する注記

1.　当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 2,660,900株
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2.　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会

計年度となるもの

該当事項はありません。

Ⅳ．金融商品に関する注記

1．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは設備投資計画に照らして、必要な資金を調達しております。

一時的な余資は短期で安全性の高い預金等に限定し、資金調達については主に

銀行等金融機関からの借入れにより調達しております。

デリバティブは金利変動リスク等を回避するために利用しており、投機的な

取引は行わない方針です。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、取引先等の信用リスクにさらされております。投

資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクを有しております。敷

金及び保証金は主に出店時に預託したものであり、預託先の信用リスクにさら

されております。

営業債務である買掛金、未払金は１年以内の支払期日です。短期借入金及び

長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものです。一部の長

期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して、支払利息の

固定化を行っております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスクの管理

売掛金については、取引先の信用状況を監視するとともに、取引先毎の債

権残高、期日を把握し、リスクの軽減を図っております。敷金及び保証金に

ついては、預託先の信用状況を定期的に監視することを通じて、リスクの軽

減を図っております。

②　市場リスクの管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、

保有状況の継続的な見直しを実施しております。

③　資金調達に係る流動性リスクの管理

当社グループは、各部署からの報告に基づき財務グループが適時に資金繰

計画を作成・更新するとともに、手許流動性を維持すること等により、流動

性リスクを管理しております。
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(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に

は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変

動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該

価額が変動することがあります。

2．金融商品の時価等に関する事項

平成28年２月29日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につ

いては次の通りです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるもの

は含まれておりません（(注) ２．参照）。

連結貸借対照表

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1) 現金及び預金 736,474 　736,474 　－

(2) 売掛金 779,064 　779,064 －

(3) 投資有価証券 273 273 －

(4) 敷金及び保証金 　595,738 　591,120 　△4,617

　資産計 　2,111,550 　2,106,932 　△4,617

(1) 買掛金 722,215 722,215 －

(2) 未払金 656,503 656,503 －

(3) 短期借入金 162,500 162,500 －

(4) 長期借入金（※） 　1,318,338 1,322,485 4,147

　負債計 　2,859,556 2,863,703 4,147

(※) １年以内返済予定の長期借入金を含んでおります。

(注) 1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

　資　産

(1) 現金及び預金　(2) 売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似している

ことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

株式は取引所の価格によっております。

(4) 敷金及び保証金

敷金及び保証金の時価については、合理的に見積もった将来キャッシュ・フロ

ーを、国債の利回り等の適切な指標で割引いた現在価値により算定しております。
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　負　債

(1) 買掛金　(2) 未払金　(3) 短期借入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似している

ことから、当該帳簿価額によっております。

(4) 長期借入金

元利金の合計額を、同様の新規借入れを行った場合に想定される利率で割引い

た現在価値により算定しております。変動金利による長期借入金は、金利スワッ

プ取引の特例処理の対象とされており、当該金利スワップ取引と一体として処理

された元利金の合計額を、同様の借入れを行った場合にて適用される合理的に見

積もられる利率で割引いて算定する方法によっております。

(注) 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　区分 連結貸借対照表計上額（千円）

　非上場株式 0

　敷金及び保証金 11,510

これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積も

ることができず時価を把握することが極めて困難と認められることから「(3) 投

資有価証券　(4) 敷金及び保証金」に含めておりません。

Ⅴ．１株当たり情報に関する注記

1.　１株当たり純資産額

１株当たり純資産額は、454円50銭です。

2.　１株当たり当期純利益

１株当たり当期純利益は、42円92銭です。

Ⅵ．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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貸　借　対　照　表

（平成28年2月29日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

【資 産 の 部】

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 渡 金

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

関係会社短期貸付金

立 替 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

（有 形 固 定 資 産）

建 物

構 築 物

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

（無 形 固 定 資 産）

の れ ん

商 標 権

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

（投 資 そ の 他 の 資 産)

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

敷 金 及 び 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

1,951,884

613,284

794,506

233,812

42,020

118,015

133,623

304,000

62,183

35,921

△385,484

3,475,187

2,151,029

1,821,243

26,122

1,737

231,119

55,519

15,287

228,144

182,016

30,915

8,587

6,624

1,096,013

273

431,846

8,232

2,562

606,431

51,333

12,128

△16,795

【負 債 の 部】

流 動 負 債 2,323,729

買 掛 金 687,626

短 期 借 入 金 100,000

1 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金 520,006

リ ー ス 債 務 15,695

未 払 金 626,403

未 払 費 用 676

未 払 法 人 税 等 37,925

未 払 消 費 税 等 96,772

前 受 金 31,011

預 り 金 102,330

前 受 収 益 11,969

ポ イ ン ト 引 当 金 23,906

株 主 優 待 引 当 金 55,728

そ の 他 13,677

固 定 負 債 1,991,201

長 期 借 入 金 798,332

関係会社長期借入金 480,000

長 期 預 り 保 証 金 110,788

リ ー ス 債 務 37,118

資 産 除 去 債 務 449,598

関係会社事業損失引当金 74,347

そ の 他 41,016

負 債 合 計 4,314,930

【純 資 産 の 部】

株 主 資 本 1,108,401

（資 本 金） 830,375

（資 本 剰 余 金） 898,683

資 本 準 備 金 858,295

そ の 他 資 本 剰 余 金 40,388

（利 益 剰 余 金） △620,381

利 益 準 備 金 3,250

そ の 他 利 益 剰 余 金 △623,631

別 途 積 立 金 4,000

繰 越 利 益 剰 余 金 △627,631

（自 己 株 式） △275

評価・換算差額等 △4

（その他有価証券評価差額金） △4

新 株 予 約 権 3,742

純 資 産 合 計 1,112,140

資 産 合 計 5,427,071 負 債 ・ 純 資 産 合 計 5,427,071
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損　益　計　算　書

（平成27年3月1日から平成28年2月29日まで）
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 14,538,422

売 上 原 価 12,009,676

売 上 総 利 益 2,528,746

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,269,442

営 業 利 益 259,303

営 業 外 収 益

受 取 利 息 400

協 賛 金 収 入 80,654

そ の 他 21,528 102,583

営 業 外 費 用

支 払 利 息 36,887

そ の 他 7,980 44,868

経 常 利 益 317,019

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 104 104

特 別 損 失

減 損 損 失 62,223

関 係 会 社 株 式 評 価 損 36,972

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 110,000

関係会社事業損失引当金繰入額 49,547 258,743

税 引 前 当 期 純 利 益 58,380

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 51,780

法 人 税 等 調 整 額 △103,510 △51,730

当 期 純 利 益 110,111
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株主資本等変動計算書

（平成27年3月1日から平成28年2月29日まで）
（単位：千円）

株　　主　　資　　本

資本金

資 本 剰 余 金 利　益　剰　余　金

資　本

準備金

その他資本

剰余金

資 本

剰 余 金

合 計

利　益

準備金

その他利益

剰　余　金
利　益

剰余金

合　計
別　途

積立金

繰越利益

剰 余 金

当 期 首 残 高 830,375 858,295 40,388 898,683 3,250 4,000 △737,742 △730,492

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 110,111 110,111

自 己 株 式 の 取 得

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の

当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － － － － － 110,111 110,111

当 期 末 残 高 830,375 858,295 40,388 898,683 3,250 4,000 △627,631 △620,381

株　主　資　本 評価・換算差額等

新株予約権
純資産

合　計
自 己 株 式

株 主 資 本

合 計

そ の 他

有 価 証 券

評価差額金

評価・換算

差 額 等

合 　 計

当 期 首 残 高 － 998,566 52 52 － 998,618

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 110,111 110,111

自 己 株 式 の 取 得 △275 △275 △275

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の

当 期 変 動 額 ( 純 額 )
△56 △56 3,742 3,686

当 期 変 動 額 合 計 △275 109,835 △56 △56 3,742 113,521

当 期 末 残 高 △275 1,108,401 △4 △4 3,742 1,112,140
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個　別　注　記　表

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

1.　資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

　時価のあるもの

　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料

個別法による原価法及び 終仕入原価法による原価法（収益性の低下によ

る簿価切下げの方法）

貯蔵品

先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

2.　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法によっております。

ただし、平成10年４月以降に取得した建物（附属設備を除く）については、

定額法を採用しております。

建物

耐用年数　　３年～34年

構築物

耐用年数　　３年～20年

車両運搬具

耐用年数　　２年～６年

工具、器具及び備品

耐用年数　　２年～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、耐用年数は商標権については10年、のれんについては８年、ソフト

ウェア（自社利用分）については社内における利用可能期間５年です。
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(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日

が平成21年２月28日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。

3.　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につきましては貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権につきましては個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) ポイント引当金

『ポイントシステム』のポイント利用による売上値引きに備えるため、将

来利用される可能性のあるポイントに対し全額を計上しております。

(3) 株主優待引当金

株主優待券の利用による費用の発生に備えるため、株主優待券の利用実績

率に基づいて、将来発生すると見込まれる額を計上しております。

(4) 関係会社事業損失引当金

関係会社の事業に伴う損失に備えるため、当社が負担することとなる損失

見込額を計上しております。

4.　その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため、特例処理

を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　金利スワップ

ヘッジ対象　　借入金の利息

③　ヘッジ方針

金融機関からの借入金の一部について、金利変動によるリスクを回避する

ため、金利スワップ取引を利用しております。

④　ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の判定を省略

しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式にて処理しております。
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5.　会計上の見積りの変更

　該当事項はありません。

Ⅱ．表示方法の変更に関する注記

 (貸借対照表)

　前事業年度まで区分掲記しておりました「短期貸付金」(当事業年度426千円)

は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より、流動資産の「その他」

に含めて表示しております。

Ⅲ．貸借対照表に関する注記

1.　有形固定資産の減価償却累計額 2,844,599千円

2.  保証債務

次の通り債務保証を行っております。

微風和伊授桌餐飲管理顧問股份有限公司

借入債務 40,531千円

株式会社シェフズ・ファームズ

仕入債務 56,029千円

3.　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

金銭債権

売掛金 23,190千円

立替金 55,458千円

その他 26,203千円

金銭債務

買掛金 27,479千円

Ⅳ．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 3,616千円

売上原価 313,951千円

販売費及び一般管理費 298千円

営業取引以外の取引による取引高

支払利息 7,219千円

雑収入 1,638千円

その他 2,138千円
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Ⅴ．株主資本等変動計算書に関する注記

1.　自己株式に関する事項

株 式 の 種 類
当事業年度期首

の株式数
当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
の株式数

普　通　株　式 －株 112株 －株 112株

(注)　自己株式の数の増加112株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

Ⅵ．税効果会計に関する注記

１.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

①　流動資産

未払事業税 4,532千円

未払事業所税 4,522千円

貸倒引当金 124,363千円

ポイント引当金 7,904千円

株主優待引当金 18,425千円

小計 159,748千円

評価性引当額 △26,124千円

繰延税金資産計 133,623千円

②　固定資産

減価償却超過額 944千円

貸倒引当金 29,403千円

株式報酬費用 968千円

子会社株式評価損 288,267千円

投資有価証券評価損 3,225千円

減損損失 46,062千円

資産除去債務 145,044千円

未収利息 5,862千円

固定資産売却益修正損 18,278千円

その他有価証券評価差額金 2千円

小計 538,060千円

評価性引当額 △414,957千円

繰延税金資産計 123,103千円

繰延税金資産合計 256,727千円
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繰延税金負債

固定負債

資産除去債務に対応する除去費用 71,769千円

繰延税金負債合計 71,769千円

繰延税金資産の純額 184,957千円

２.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の

一部を改正する法律」（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平

成27年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われること

となりました。

　これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従

来の35.64％から平成28年３月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差

異については33.06％に、平成29年３月１日に開始する事業年度以降に解消が見込

まれる一時差異については、32.26％となります。

　なお、当該変更が繰延税金資産及び法人税等調整額に与える影響は軽微でありま

す。

Ⅶ．リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、店舗設備、厨房設備等の一部については、

所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

1.　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

減損損失
累計額
相当額

期末残高
相当額

器具備品 37,962千円 37,962千円 3,750千円 －千円

合計 37,962千円 37,962千円 3,750千円 －千円

2.　未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高

未経過リース料期末残高相当額

１年内 －千円

１年超 －千円

合計 －千円
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3.　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び支払利息

相当額

支払リース料 4,114千円

リース資産減損勘定の取崩額 －千円

減価償却費相当額 3,750千円

支払利息相当額 49千円

4.　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証がある場合は、残価保

証額）とする定額法によっております。

5.　利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっております。
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Ⅷ．関連当事者との取引に関する注記
1.　親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。
2.　役員及び個人主要株主等

種類 氏名

議決権の
所有

(被所有）
割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員 金山 精三郎
被所有
直接

43.8％

当社代表取締役
会長兼社長

債務被保証

当社リース債
務に対する
債務被保証

8,406 － －

当社銀行借入
に対する

債務被保証
413,108 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1.　金山精三郎は、個人主要株主にも該当しております。

2.　当社はリース債務及び銀行借入れに対して債務保証を受けております。なお、保証料の支
払いは行っておりません。

3.　子会社等

種類 会社名

議決権の
所有

(被所有）
割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

子会社
株式会社Y's
properties

所有
直接

100.0％

資金の借入れ
役員の兼任

資金の借入れ －
関係会社

長期借入金
480,000

銀行借入れの
連帯保証

80,250 － －

利息の支払い 7,219 － －

子会社
Y'S TABLE

INTERNATIONAL
CO.,LIMITED

所有
直接

100.0％

資金の貸付け
役員の兼任

資金の貸付け －
関係会社

短期貸付金
194,000

子会社
和伊授桌餐飲
管理（上海）
有限公司

所有
間接

100.0％

資金の貸付け
役員の兼任

資金の貸付け 110,000
関係会社

短期貸付金
110,000

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）1.　資金の貸付け及び借入れについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
　　　2.　取引金額には、消費税等を含めておりません。

3.　当事業年度末における、Y'S TABLE INTERNATIONAL CO.,LIMITEDへの関係会社短期貸付金に
対する貸倒引当金残高は194,000千円です。

4.　当事業年度末における、和伊授餐飲管理（上海）有限公司への関係会社短期貸付金に対
する貸倒引当金残高は110,000千円です。

Ⅸ．１株当たり情報に関する注記
1.　１株当たり純資産額

１株当たり純資産額は、416円55銭です。

2.　１株当たり当期純利益

１株当たり当期純利益は、41円38銭です。

Ⅹ．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

平成28年４月22日

株式会社ワイズテーブルコーポレーション

取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 千 頭 　 力 

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 渡 辺 力 夫 

当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社ワイズテーブルコーポレーシ

ョンの平成２７年３月１日から平成２８年２月２９日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を

行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計

算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない

連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す

ることが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対

する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査

の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する

ことを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ

れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示

のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表

明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監

査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま

た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り

の評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、株式会社ワイズテーブルコーポレーション及び連結子会社からなる企業集団の当

該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい

るものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

平成28年４月22日

株式会社ワイズテーブルコーポレーション

取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人

指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 千 頭 　 力 

指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 渡 辺 力 夫 

当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ワイズテーブルコーポ

レーションの平成２７年３月１日から平成２８年２月２９日までの第１７期事業年度の計算書

類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明

細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な

虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断

した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその

附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附

属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため

の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ

の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内

部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適

正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適

用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明

細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状

況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査役会は、平成27年３月１日から平成28年２月29日までの第17期事業年度

の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議

の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

　施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からそ

　の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、

　職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を

　図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監

　査を実施しました。

　①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の

　　執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類

　　等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査い

　　たしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意

　　思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け

　　ました。

　②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する

　　ことを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集

　　団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100

　　条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び

　　当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取

　　締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受

　　け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

　③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを

　　監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について

　　報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職

　　務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第

　　131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10

　　月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に

　　応じて説明を求めました。
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算

書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びそ

の附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主

資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果

(１)　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正

しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反す

る重大な事実は認められません。

③　内部統制システムの整備に関する取締役会決議の内容は相当であると認

めます。また、当該内部統制システムの構築及び運用等に関する事業報

告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認

められません。

(２)　計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人　新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であ

ると認めます。

(３)　連結計算書類の監査結果

会計監査人　新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であ

ると認めます。

平成28年４月25日

株式会社ワイズテーブルコーポレーション

　　 監査役会

常勤監査役
(社外監査役) 後 藤 充 宏 

社外監査役 平 　 眞 彌 

社外監査役 髙 江 　 満 

以　上
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株主総会参考書類
第１号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）に

つきまして、新たな事業内容を追加するものです。

２．変更の内容

変更の内容は次の通りです。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

現行定款 変更案

（目的）

第２条　当会社は、次の事業を営むこと

を目的とする。

１.～７.　（条文省略）

　　　　　（新　　設）

　　　　　（新　　設）

８.～１０.（条文省略）

（目的)

第２条　（現行通り）

１.～７.（現行通り）

８.労働者派遣事業

９.有料職業紹介事業

１０.～１２.　(現行通り）

第３条～第39条　　（条文省略） 第３条～第39条　　（現行通り）
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第２号議案　取締役９名選任の件

　　　　取締役９名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

　　　つきましては、取締役９名の選任をお願いいたします。

　　　　取締役候補者は、次の通りです。

候補者

番 号

ふ り が な

氏 名
（生 年  月  日）

略歴、当社における地位、担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
株式の数

１
かな

金 　
やま

山 　
せい

精
ざぶ

三
ろう

郎
(昭和20年３月30日)

昭和62年８月
昭和62年11月
平成12年11月
平成17年７月
平成19年12月
平成20年９月
平成22年５月
平成25年11月

平成26年５月

平成27年２月

㈱ゼックス設立 代表取締役
㈲アザブイースト設立 取締役
当社代表取締役社長
和伊授桌餐飲管理（上海）有限公司 董事長（現任）
㈱Y's properties 代表取締役社長（現任）
当社執行役員（現任）
当社代表取締役会長兼社長（現任）
微風和伊授桌餐飲管理顧問股份有限公
司 董事長（現任）
㈱CRYSTAL JADE JAPAN 代表取締役社長
（現任）
㈱シェフズ・ファームズ 代表取締役社
（現任）
（当社における地位、担当）
代表取締役会長兼社長執行役員
全体統括

1,165,000
株

２
しげ

重
た

田
さ

サ
る

ル
ば

バ
と

ト
ー

ー
れ

レ
(昭和47年７月14日)

平成３年４月
平成14年10月
平成14年11月
平成15年３月
平成17年６月
平成24年５月
平成26年９月

㈱ゼックス入社
当社入社
イタリア調理師協会名誉会員就任
当社取締役
㈱SALVATORE CUOMO JAPAN 代表取締役
当社取締役副会長執行役員（現任）
㈱シェフズ・ファームズ 取締役（現任）
（当社における地位、担当）
取締役副会長執行役員
イタリアン調理部門全体統括・海外部門

－株

３
にえ

贄
だ

田
たか

賢
ひで

英
(昭和43年11月８日)

昭和62年８月
平成12年11月
平成20年５月
平成23年２月
平成24年５月
平成26年５月

㈱ゼックス入社
当社入社
㈱SALVATORE CUOMO JAPAN 取締役
同社専務取締役
当社常務取締役執行役員
当社専務取締役執行役員（現任）
（当社における地位、担当）
専務取締役執行役員
サルヴァトーレ事業グループ全体統括

200株

４
しば

芝
や

家
とも

朋
ゆき

之
(昭和47年６月２日)

平成11年８月
平成17年５月
平成19年６月
平成20年９月
平成21年５月
平成26年５月

㈲BPコーポレーション入社
当社入社
当社XEX WESTジェネラルマネジャー
当社執行役員（現任）
当社取締役
当社常務取締役（現任）
（当社における地位、担当）
常務取締役執行役員
関西東海地区全体統括

－株

－ 45 －



候補者

番 号

ふ り が な

氏 名
（生 年  月  日）

略歴、当社における地位、担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
株式の数

５
ひら

平
お

尾
けん

健
じ

治
(昭和39年12月25日)

平成６年４月
平成17年６月
平成18年11月
平成20年９月
平成21年５月
平成26年５月

長谷川実業㈱（現 ㈱グローバルダイニング）入社
当社入社
当社人事総務グループマネジャー
当社執行役員（現任）
当社取締役
当社常務取締役（現任）
（当社における地位、担当）
常務取締役執行役員
社長室長管理部門全体統括

－株

６
ね

根
もり

守
みち

通
お

雄
(昭和45年５月２日)

平成５年４月
平成12年３月
平成13年６月
平成20年９月
平成25年５月
平成27年２月

㈱聘珍樓入社
㈱焼肉屋さかい（現 ㈱さかい）入社
当社入社
当社執行役員（現任）
当社取締役（現任）
㈱シェフズ・ファームズ 取締役（現任）
（当社における地位、担当）
取締役執行役員
商品・店舗管理部門

－株

７
よし

吉
だ

田
 

　
しげる

茂
(昭和46年11月23日)

平成11年10月

平成15年７月
平成18年５月
平成20年９月
平成21年５月
平成25年３月
平成26年６月

監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人
トーマツ）入所
公認会計士登録
当社入社 財務・IRグループマネジャー
当社執行役員
当社取締役（現任）
吉田茂公認会計士・税理士事務所設立
公益社団法人メトロ文化財団 監事(現任）
（当社における地位、担当）
取締役

500株

８
はやし

林 　 　 　
てつ

哲
じ

治
ろう

郎
(昭和19年９月23日)

昭和43年４月
平成７年７月
平成10年４月
平成15年４月
平成18年４月
平成19年５月
平成20年６月
平成21年４月
平成21年７月

平成24年４月

平成26年６月
平成26年12月

第一生命保険（相）（現 第一生命保険㈱）入社
同社取締役
同社常務取締役
第一リース㈱ 代表取締役社長
相互住宅㈱ 代表取締役社長
当社社外取締役（現任）
㈱キャピタルパートナーズ証券 監査役（現任）
イノベーションエンジン㈱ 取締役（現任）
第一生命保険（相）（現 第一生命保険
㈱） 常勤顧問
国立研究開発法人国立精神・神経医療研
究センター 監事（現任）
ｉｎＱｓ㈱ 取締役（現任）
㈱ディア・ライフ 取締役(現任）
（当社における地位、担当）
取締役

1,000株
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候補者

番 号

ふ り が な

氏 名
（生 年  月  日）

略歴、当社における地位、担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
株式の数

９
おお

大 　
かわ

川 　
けい

惠
の

之
すけ

輔
(昭和22年８月30日)

昭和45年４月
平成10年６月
平成15年６月
平成19年４月
平成20年４月
平成23年４月
平成23年５月
平成25年１月
平成25年５月
平成26年５月

㈱伊勢丹入社
同社取締役
同社取締役常務執行役員
同社取締役専務執行役員
㈱三越伊勢丹ホールディングス 専務執行役員
興隆㈱ 監査役（現任）
当社監査役
㈱インフォマート 一時監査役職務代行者
同社取締役(現任）
当社取締役(現任）
（当社における地位、担当）
取締役

－株

(注）1. 各候補者と当社の間の特別の利害関係について

金山精三郎氏は個人主要株主に該当します。当社銀行借入れに対して同氏より債務保証を

受けております。

その他の各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 林哲治郎氏及び大川惠之輔氏は社外取締役候補者です。当社は林哲治郎氏及び大川惠之輔氏

を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

3. 社外取締役候補者の選任理由について

林哲治郎氏は、豊富なビジネス経験と幅広い見識を活かし、当社の経営全般に助言をいた

だくことで、当社の経営体制を強化できるものと判断し、社外取締役として選任をお願いす

るものです。同氏の社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって９年となります。

大川惠之輔氏は、豊富なビジネス経験、幅広い見識と、当社の監査役であった経験を活か

し、当社の経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制を強化できるものと判断し、

社外取締役として選任をお願いするものです。同氏の社外取締役就任期間は、本総会終結の

時をもって２年となります。

4. 社外取締役との責任限定契約について

当社は、社外取締役として有用な人材を迎えることができるよう、また社外取締役が期待

される役割を充分に発揮できるよう、定款において、社外取締役との間で当社への損害賠償

責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めており、当該規定に基づき社外取締

役と責任限定契約を締結しております。なお、林哲治郎氏及び大川惠之輔氏が社外取締役に

就任した場合には、当該責任限定契約は引き続き効力を有するものとなります。

責任限定契約の内容の概要は以下の通りです。

・社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条

第１項の 低責任限度額を限度として、その責任を負います。

・責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善

意かつ重大な過失がないときに限るものとします。

以　　上
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株主総会会場ご案内図
会場：東京都港区六本木六丁目10番１号

六本木ヒルズ森タワー　49階
アカデミーヒルズ　六本木フォーラム内　タワーホール

上図矢印の通りお進みください。
(注１)　メトロハットは地下１階から２階までの直通エスカレーターによる六本木ヒルズ

専用出入口です。日比谷線六本木駅下車の場合は、こちらをご利用ください。
バス・大江戸線六本木駅下車の場合は、六本木ヒルズ内の階段・エスカレーター
にて、２階にお上がりください。

(注２)　六本木フォーラム（森タワー49階）への専用直通エレベーターです。
交通ご案内
＜地下鉄＞東京メトロ日比谷線／六本木駅（メトロハットへ直結）会場まで徒歩約15分

都営大江戸線／六本木駅（３番出口）会場まで徒歩約25分
＜バ　ス＞都営01系統バス／渋谷～六本木ヒルズ「六本木ヒルズ」下車

会場まで徒歩約10分
都営01系統バス／新橋～渋谷「EXシアター六本木前」下車
会場まで徒歩約15分

駐車場はご用意しておりませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。
※定時株主総会当日は、伊勢志摩サミットが開催されるにあたり、施設の警備が強化され
ます。つきましては、入館に際し手荷物検査が行われる予定となっておりますので、ご理
解、ご協力賜りますようお願い申し上げます。


